
   豊 中 市 市 街 地 再 開 発 準 備 組 合 補 助 金 交 付 要 綱  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 市 街 地 再 開 発 事 業 の 主 体 と な る 市 街 地 再

開 発 組 合 及 び 再 開 発 会 社 の 設 立 に 係 る 市 街 地 再 開 発 準 備 組

合 等 の 活 動 を 円 滑 に 進 め る た め 当 該 活 動 に 要 す る 経 費 に 対

し て 交 付 す る 補 助 金 に つ い て ， 豊 中 市 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 昭

和 ５ ７ 年 豊 中 市 規 則 第 １ ５ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。） に 定

め る も の の ほ か ， 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  

 

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は ，

当 該 各 号 に 掲 げ る と こ ろ に よ る 。  

⑴  市 街 地 再 開 発 事 業  都 市 再 開 発 法 （ 昭 和 ４ ４ 年 法 律 第 ３

８ 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。） 第 ２ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 事 業

を い う 。  

⑵  市 街 地 再 開 発 組 合  法 第 ２ 条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る

施 行 者 （ 以 下 「 組 合 」 と い う 。） を い う 。  

⑶  再 開 発 会 社  法 第 ２ 条 の ２ 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 施 行 者

を い う 。  

⑷  市 街 地 再 開 発 準 備 組 合  市 街 地 再 開 発 事 業 の 施 行 を 目

的 と し ， 施 行 地 区 と な る べ き 区 域 に つ い て 土 地 の 所 有 権 又

は 借 地 権 を 有 す る 者 の ３ 分 の ２ 以 上 が 参 加 又 は 参 加 の 見

込 み で あ り ， 組 合 に あ っ て は 法 第 １ １ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ

る 認 可 ， 再 開 発 会 社 に あ っ て は 会 社 法 （ 平 成 １ ７ 年 法 律 第

８ ６ 号 ） 第 ４ ９ 条 の 規 定 に よ る 株 式 会 社 の 成 立 ま で の 団 体

（ 以 下 「 準 備 組 合 」 と い う 。） を い う 。  

 

（ 交 付 の 対 象 ）  

第 ３ 条  こ の 要 綱 に よ り 準 備 組 合 が 交 付 を 受 け る こ と の で き る

補 助 金 （ 以 下 「 補 助 金 」 と い う 。） の 対 象 と な る 費 用 は ， 準

備 組 合 が 行 う 事 業 推 進 の た め の 諸 調 査 ， そ の 他 事 業 に 要 す る

費 用 の う ち ， 第 ７ 条 第 １ 項 に よ り 市 長 が 交 付 の 決 定 を 行 っ た

日 の 属 す る 年 度 内 に 支 出 さ れ る も の と す る 。  



 

（ 補 助 の 限 度 ）  

第 ４ 条  補 助 金 の 額 は 1 年 度 あ た り ５ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円 を 限 度 と

し ， 毎 年 度 予 算 の 範 囲 内 で 市 長 が 定 め る 。  

 

（ 交 付 の 期 間 ）  

第 ５ 条  補 助 金 の 交 付 期 間 は ， 市 長 が こ の 要 綱 に よ る 補 助 金 を

最 初 に 交 付 し た と き か ら ５ 年 と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず ， 補 助 金 の 交 付 は ， 組 合 に あ っ て

は 法 第 １ １ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 認 可 を 受 け た 日 ， 再 開 発 会

社 に あ っ て は 会 社 法 第 ４ ９ 条 の 規 定 に よ る 株 式 会 社 の 成 立

し た 日 を も っ て 打 切 る 。  

３  準 備 組 合 が ， 第 １ 項 の 期 間 を 経 過 し て も ， 続 け て 補 助 金 を

受 け よ う と す る と き は ， 毎 年 度 市 長 と 組 合 又 は 再 開 発 会 社 の

設 立 の 見 込 み に つ い て 協 議 し ， 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。 

４  市 長 は ， 組 合 又 は 再 開 発 会 社 が 設 立 さ れ る 見 込 み が な い と

判 断 し た 場 合 は 補 助 金 を 打 切 る こ と が で き る 。  

 

（ 交 付 の 申 込 み ）                                                       

第 ６ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 準 備 組 合 は ， 補 助 金 等

交 付 申 込 書 （ 規 則 別 記 様 式 第 １ 号 ） に 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類

を 添 え て ， 補 助 事 業 （ 補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 事 業 を い

う 。） の 実 施 前 に 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し ，

市 長 が 特 別 の 理 由 が あ る と 認 め た 場 合 は ， 添 付 書 類 の 提 出 を

省 略 す る こ と が で き る 。  

⑴  規 約 又 は 定 款  

⑵  役 員 名 簿 及 び 構 成 員 名 簿  

⑶  事 業 計 画 書  

⑷  収 支 予 算 書  

⑸  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

 

（ 交 付 の 決 定 ）  

第 ７ 条  市 長 は ， 前 条 の 申 込 書 の 提 出 が あ っ た と き は ， そ の 内

容 を 審 査 し ， 補 助 金 を 交 付 す べ き も の と 認 め る と き は 補 助 金



の 交 付 の 決 定 を 行 う も の と す る 。  

２  市 長 は ， 補 助 金 の 交 付 の 目 的 を 達 成 す る た め 必 要 が あ る と

認 め る と き は ， 条 件 を 付 す る こ と が で き る 。  

 

（ 決 定 の 通 知 ）  

第 ８ 条  市 長 は 補 助 金 の 交 付 を 決 定 し た と き は ， そ の 決 定 の 内

容 及 び こ れ に 条 件 を 付 し た 場 合 は ， そ の 条 件 を 当 該 申 込 準 備

組 合 に 対 し ，補 助 金 等 交 付 決 定 通 知 書（ 規 則 別 記 様 式 第 ２ 号 ）

に よ り 通 知 す る も の と す る 。  

 

（ 申 込 み の 取 下 げ ）  

第 ９ 条  前 条 の 規 定 に よ る 決 定 の 通 知 を 受 け た 準 備 組 合 （ 以 下

「 交 付 決 定 準 備 組 合 」 と い う 。） は ， 当 該 通 知 に 係 る 補 助 金

の 決 定 の 内 容 又 は こ れ に 付 さ れ た 条 件 に 不 服 が あ る と き は ，

当 該 通 知 を 受 け た 日 か ら ３ ０ 日 以 内 に 申 込 み の 取 下 げ を す

る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 申 込 み の 取 下 げ が あ っ た と き は ， 当 該 申

込 み に 係 る 補 助 金 の 交 付 の 決 定 は ， な か っ た も の と み な す 。 

 

（ 決 定 の 変 更 等 ）  

第 １ ０ 条  市 長 は ， 補 助 金 の 交 付 を 決 定 し た 場 合 に お い て ， そ

の 後 の 事 情 の 変 更 に よ り 特 別 の 必 要 が 生 じ た と き は ， 補 助 金

の 交 付 の 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 し ， 又 は そ の 決 定 の 内

容 若 し く は こ れ に 付 し た 条 件 を 変 更 す る こ と が で き る 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 の 決 定 の 全 部 又 は

一 部 を 取 り 消 し 、 又 は そ の 決 定 の 内 容 若 し く は こ れ に 付 し た

条 件 を 変 更 し た と き は 、補 助 金 交 付 決 定 取 消・変 更 通 知 書（ 様

式 第 ２ 号 ）に よ り 、交 付 決 定 準 備 組 合 に 通 知 す る も の と す る 。 

 

（ 補 助 金 の 請 求 ）  

第 １ １ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 交 付 決 定 準 備 組 合 は ，

補 助 金 交 付 請 求 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に よ り 市 長 に 補 助 金 の 請 求

を し な け れ ば な ら な い 。  

 



（ 実 績 報 告 ）  

第 １ ２ 条  交 付 決 定 準 備 組 合 は ， 当 該 補 助 事 業 を 実 施 し た と き

は ， 実 施 後 １ カ 月 以 内 又 は 市 長 が 補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 行 っ

た 日 の 属 す る 年 度 の ３ 月 ３ １ 日 の い ず れ か 早 い 日 ま で に ， 補

助 事 業 等 実 績 報 告 書 （ 規 則 別 記 様 式 第 ３ 号 ） に 次 の 各 号 に 掲

げ る 書 類 を 添 え て 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し ，

市 長 が 特 別 の 理 由 が あ る と 認 め た 場 合 は ， 添 付 書 類 の 提 出 を

省 略 す る こ と が で き る 。  

⑴  当 該 補 助 事 業 に 要 し た 費 用 に 係 る 契 約 書 の 写 し  

⑵  当 該 補 助 事 業 に 要 し た 費 用 に 係 る 領 収 書 の 写 し  

⑶  活 動 の 大 要  

⑷  活 動 記 録 と そ の 成 果  

⑸  補 助 金 の 使 途 明 細  

 

（ 補 助 金 の 額 の 確 定 等 ）  

第 １ ３ 条  市 長 は ， 前 条 の 規 定 に よ る 報 告 を 受 け た 場 合 に お い

て ， 当 該 補 助 事 業 の 成 果 が 補 助 金 の 交 付 の 決 定 の 内 容 及 び こ

れ に 付 し た 条 件 に 適 合 す る も の で あ る か ど う か に つ い て 当

該 報 告 書 等 の 書 類 の 審 査 等 を 行 う こ と に よ り 調 査 し ， 適 合 す

る と 認 め た と き は ， 交 付 す べ き 補 助 金 の 額 を 確 定 し ， 交 付 決

定 準 備 組 合 に 対 し 補 助 金 等 交 付 確 定 通 知 書 （ 規 則 別 記 様 式 第

４ 号 ） に よ り 通 知 す る も の と す る 。  

 

（ 決 定 の 取 消 し ）  

第 １ ４ 条  市 長 は ， 交 付 決 定 準 備 組 合 が ， 次 の 各 号 の い ず れ か

に 該 当 す る と き は ， 補 助 金 の 交 付 の 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取

り 消 す こ と が で き る 。  

⑴  補 助 金 を 当 該 補 助 事 業 以 外 の 用 途 に 使 用 し た と き 。  

⑵  補 助 金 の 全 部 又 は 一 部 を 使 用 し な か っ た と き 。  

⑶  偽 り そ の 他 不 正 な 方 法 に よ り 補 助 金 の 交 付 を 受 け た と

き 。  

⑷  補 助 金 の 交 付 の 決 定 の 内 容 又 は こ れ に 付 し た 条 件 に 違

反 し た と き 。  

⑸  そ の 他 ， 規 則 ， こ の 要 綱 又 は こ れ ら に 基 づ く 市 長 の 処 分



に 違 反 し た と き 。  

２  市 長 は ， 前 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 の 決 定 の 全 部 又 は

一 部 を 取 り 消 し た と き は ， 補 助 金 交 付 決 定 取 消 通 知 書 （ 様 式

第 ２ 号 ）に よ り ，交 付 決 定 準 備 組 合 等 に 通 知 す る も の と す る 。 

 

（ 補 助 金 の 返 還 ）  

第 １ ５ 条  市 長 は ， 補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 取 り 消 し ， 又 は そ の

決 定 の 内 容 若 し く は こ れ に 付 し た 条 件 を 変 更 し た 場 合 に お

い て ， 当 該 取 り 消 し 又 は 変 更 に 係 る 部 分 に 関 し ， 既 に 補 助 金

が 交 付 さ れ て い る と き は 期 限 を 定 め て 補 助 金 の 返 還 を 命 ず

る こ と が で き る 。  

２  市 長 は ， 交 付 決 定 準 備 組 合 に 交 付 す べ き 補 助 金 の 額 を 確 定

し た 場 合 に お い て ， 既 に そ の 額 を 超 え る 補 助 金 が 交 付 さ れ て

い る と き は ， 期 限 を 定 め て ， そ の 返 還 を 命 ず る も の と す る 。  

 

（ 加 算 金 及 び 延 滞 金 ）  

第 １ ６ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け た 交 付 決 定 準 備 組 合 （ 以 下 「 被

交 付 準 備 組 合 」と い う 。） は 、第 １ ４ 条 の 規 定 に よ る 取 消 し に

関 し 、 補 助 金 の 返 還 を 命 ぜ ら れ た と き は ， そ の 命 令 に 係 る 補

助 金 の 受 領 の 日 か ら 納 付 の 日 ま で の 日 数 に 応 じ ， 当 該 補 助 金

等 の 額 （ そ の 一 部 を 納 付 し た 場 合 に お け る そ の 後 の 期 間 に つ

い て は ， 既 納 額 を 控 除 し た 額 ） に つ き 年 １ ０ ． ９ ５ パ ー セ ン

ト の 割 合 で 計 算 し た 加 算 金 を 市 に 納 付 し な け れ ば な ら な い 。  

２  補 助 金 が ２ 回 に 分 け て 交 付 さ れ て い る 場 合 に お け る 前 項 の

規 定 の 適 用 に つ い て は ， 返 還 を 命 ぜ ら れ た 額 が そ の 日 に 受 領

し た 額 を 超 え る と き は ， 当 該 返 還 を 命 ぜ ら れ た 額 に 達 す る ま

で 順 次 さ か の ぼ り そ れ ぞ れ の 受 領 の 日 に お い て 受 領 し た も の

と す る 。  

３  第 １ 項 の 規 定 に よ り 加 算 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 場 合

に お い て ， 被 交 付 準 備 組 合 の 納 付 し た 金 額 が 返 還 を 命 ぜ ら れ

た 補 助 金 の 額 に 達 す る ま で は ， そ の 納 付 額 は ， ま ず 当 該 返 還

を 命 ぜ ら れ た 補 助 金 の 額 に 充 て ら れ た も の と す る 。  

４  被 交 付 準 備 組 合 は ， 補 助 金 の 返 還 を 命 ぜ ら れ ， こ れ を 納 期

ま で に 納 付 し な か っ た と き は ， 納 期 日 の 翌 日 か ら 納 付 の 日 ま



で の 日 数 に 応 じ ， そ の 未 納 額 に つ き 年 １ ０ ． ９ ５ パ ー セ ン ト

の 割 合 で 計 算 し た 延 滞 金 を 市 に 納 付 し な け れ ば な ら な い 。  

５  第 １ 項 又 は 前 項 の 加 算 金 又 は 延 滞 金 の 額 の 計 算 に お け る 年

当 た り の 割 合 は ， 閏 年 の 日 を 含 む 期 間 に つ い て も ， ３ ６ ５ 日

当 た り の 割 合 と す る 。  

６  市 長 は ， 第 １ 項 又 は 第 ４ 項 の 加 算 金 又 は 延 滞 金 が 第 １ ４ 条

第 １ 項 の 規 定 に よ る も の で あ る 場 合 等 に お い て ， や む を 得 な

い 事 情 が あ る と 認 め る と き は ， 被 交 付 準 備 組 合 の 申 込 み に 基

づ き ， 当 該 加 算 金 又 は 延 滞 金 の 全 部 又 は 一 部 を 免 除 す る こ と

が で き る 。  

 

（ 帳 簿 等 の 整 備 ）  

第 １ ７ 条  被 交 付 準 備 組 合 は ， 当 該 補 助 事 業 等 に 係 る 収 入 及 び

支 出 に 関 す る 帳 簿 並 び に 証 拠 書 類 を 常 に 整 備 し て お か な け

れ ば な ら な い 。  

２  被 交 付 準 備 組 合 は ， 前 項 の 帳 簿 並 び に 証 拠 書 類 を ， 当 該 補

助 事 業 の 完 了 日 の 属 す る 年 度 の ３ 月 ３ １ 日 か ら ５ 年 間 保 存

し な け れ ば な ら な い 。  

３  被 交 付 準 備 組 合 は ， 組 合 に あ っ て は 法 第 １ １ 条 第 ２ 項 の 規

定 に よ る 認 可 を 受 け た と き は 当 該 組 合 に ， 再 開 発 会 社 に あ っ

て は 会 社 法 （ 平 成 １ ７ 年 法 律 第 ８ ６ 号 ） 第 ４ ９ 条 の 規 定 に よ

る 株 式 会 社 が 成 立 し た と き は 当 該 再 開 発 会 社 に ， 前 項 の 責 務

が 承 継 さ れ る よ う 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 届 出 義 務 ）  

第 １ ８ 条  交 付 決 定 準 備 組 合 及 び 被 交 付 準 備 組 合 は ， 次 の ⑴ か

ら ⑸ ま で の い ず れ か に 該 当 す る と き は ， す み や か に そ の 旨 を

書 面 に よ り 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

⑴  規 約 ま た は 定 款 に 変 更 が あ っ た と き  

⑵  役 員 に 変 更 が あ っ た と き  

⑶  準 備 組 合 が 活 動 を 中 止 又 は 解 散 し た と き  

⑷  活 動 内 容 に 変 更 が あ る と き  

⑸  そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き  

 



（ 指 示 及 び 検 査 ）  

第 １ ９ 条  市 長 は ， 補 助 金 に 係 る 予 算 の 執 行 の 適 正 を 期 す る た

め 必 要 が あ る と き は ， 交 付 決 定 準 備 組 合 及 び 被 交 付 準 備 組 合

に 対 し ， 随 時 ， 当 該 補 助 金 の 使 用 に つ い て 必 要 な 指 示 を し ，

又 は 検 査 を す る こ と が で き る 。  

 

（ 申 込 書 等 の 様 式 ）  

第 ２ ０ 条  こ の 要 綱 に よ る 補 助 金 交 付 請 求 書 及 び 補 助 金 交 付 決

定 取 消 ・ 変 更 通 知 書 の 様 式 は 、 様 式 第 １ 号 及 び 様 式 第 ２ 号 の

と お り と す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 平 成 元 年 ３ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 平 成 元 年 １ １ 月 １ １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 平 成 ６ 年 ９ 月 ２ １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 平 成 １ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 平 成 １ ７ 年 ８ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 平 成 １ ８ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 実 施 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 平 成 １ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 実 施 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 平 成 ２ ６ 年 ７ 月 ７ 日 か ら 実 施 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 実 施 す る 。  

 

 

 

 

 

 



様 式 第 １ 号  

 

補  助  金  交  付  請  求  書  

 

年   月   日  

（     年 ）  

 

（ あ て 先 ）  豊  中  市  長  

 

申 込 者            準 備 組 合  

代 表 者  住 所  

氏 名           印  

 

次 の と お り 補 助 金 を 請 求 し ま す  

 

補 助 事 業 の 名 称 市 街 地 再 開 発 準 備 組 合 補 助 事 業  

補 助 金 の 名 称 市 街 地 再 開 発 準 備 組 合 補 助 金  

補助金の交付決定又は 

変更決定年月日及び番号 

     年   月   日  

豊 中 市 指 令   第    号  

補 助 金 交 付 決 定 額 円  

確 定 補 助 額 円  

補 助 金 請 求 額 円  

 

上 記 金 額 を 下 記 口 座 に 振 込 み 願 い ま す 。  

振 込 先  

口 座 番 号  

振 込 口 座 名 義 

フ リ ガ ナ  

 

住 所 、 電 話 番 号  

預金種目（番号に○） １ ． 普 通      ２ ． 当 座  



様 式 第 ２ 号  

 

補助金交付決定取消・変更通知書 

 

年   月   日  

（     年 ）  

 

            様  

 

                   豊 中 市 長  

 

 

年   月   日 豊 中 市 指 令  第    号 で 通 知 し た 補 助

金 の 交 付 決 定 を （ 取 り 消 す ・ 変 更 す る ） の で 豊 中 市 市 街 地 再 開 発 準 備

組 合 補 助 金 交 付 要 綱 （ 第 １ ０ 条 第 ２ 項 ・ 第 １ ４ 条 第 ２ 項 ） の 規 定 に よ

り 通 知 し ま す 。  

 

 

 

 

変 更 の 内 容  

 

 

 

 

 

 

 

 

変 更・取 消 の

理 由  

 

 

 

 

 


